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お
知
ら
せ　

狩
猟
免
許
試
験
の
ご
案
内

▼
日
時

①
9
月
14
日（
土
）
10
時
～

（
わ
な
猟
）

②
9
月
15
日（
日
）
10
時
～

（
第
一
種
、
第
二
種
銃
猟
）

▼
試
験
会
場

　

高
知
県
立
大
学
池
キ
ャ
ン
パ
ス

（
高
知
市
池
２
７
５
１-

１
）

▼
申
請
手
数
料

　

５
，２
０
０
円

※
一
部
免
除
者
は
３
，９
０
０
円

▼
申
請
書
配
布
場
所

　

県
庁
鳥
獣
対
策
課
、
い
の
地
区

猟
友
会
（
い
の
町
３
０
３
６
）

▼
申
請
期
間
・
方
法

　

８
月
９
日
（
金
）
～
10
日
（
土
）
の

期
間
中
に
い
の
地
区
猟
友
会
（
☎

８
９
２-

１
４
８
２
）
ま
で
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
不
在
の
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お

電
話
の
上
持
参
さ
れ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

▼
そ
の
他

　

事
前
講
習
会
を
９
月
８
日
（
日
）
、

９
時
か
ら
高
知
県
立
大
学
池
キ
ャ

ン
パ
ス
で
実
施
し
ま
す
。
受
講
料

は
７
，
０
０
０
円
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

〈
試
験
に
つ
い
て
〉

　

高
知
県
鳥
獣
対
策
課

☎
８
２
３-

９
０
４
２

〈
講
習
会
に
つ
い
て
〉

　

高
知
県
猟
友
会

☎
８
５
６-

６
６
４
１

お
知
ら
せ　

狩
猟
免
許
取
得
補
助
に
つ
い

て
　

鳥
獣
被
害
対
策
と
し
て
狩
猟
免

許
を
取
得
す
る
際
に
、
予
算
の
範

囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

交
付
申
請
は
、
受
験
申
込
後
３

日
以
内
に
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
者

　

町
内
に
住
所
を
有
し
、
免
許
取

得
後
は
町
内
の
い
ず
れ
か
の
猟
友

会
に
入
会
し
、
町
内
の
有
害
鳥
獣

捕
獲
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
、

県
税
及
び
町
税
を
滞
納
し
て
い
な

い
方

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

産
業
経
済
課　☎

８
９
３-

１
１
１
５

　

吾
北
総
合
支
所
産
業
課

☎
８
６
７-

２
３
１
３

　

本
川
総
合
支
所
産
業
建
設
課

☎
８
６
９-

２
１
１
５

お
知
ら
せ　

農
業
者
年
金
加
入
の
ご
案
内

～
農
業
者
年
金
の
特
徴
～

▼
農
業
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
は

誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。
60
歳
未

満
の
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者

（
国
民
年
金
保
険
料
納
付
免
除
者

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
年
間
60
日

以
上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
方
は

誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。
配
偶
者

や
後
継
者
な
ど
家
族
農
業
従
事
者

の
方
も
加
入
で
き
ま
す
。

▼
少
子
高
齢
化
時
代
に
強
い
年
金

で
す
。
年
金
資
産
は
安
全
性
を
重

視
し
て
運
用
し
て
い
ま
す
。
自
ら

積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運
用

益
（
付
利
）
に
よ
り
将
来
受
け
取

る
年
金
額
が
決
ま
る
「
積
立
方
式

（
確
定
拠
出
型
）
」
の
年
金
で
す
。

少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
も
制
度
の

安
定
性
は
損
な
わ
れ
ま
せ
ん
。

（
注
）
：
運
用
の
結
果
得
ら
れ
る

年
金
原
資
が
、
積
み
立
て
た
保
険

料
の
総
額
を
下
回
ら
な
い
と
い
う

保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
安
全
性

を
重
視
し
た
運
用
方
法
や
、
65
歳

の
年
金
裁
定
時
に
運
用
収
入
の
累

計
額
が
で
き
る
だ
け
マ
イ
ナ
ス
と

な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
準
備
金
の

仕
組
み
等
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

▼
保
険
料
は
自
分
で
選
べ
、
い
つ

で
も
見
直
し
で
き
ま
す
。
自
分
が

必
要
と
す
る
年
金
額
の
目
標
に
向

け
て
、
保
険
料
を
自
由
に
決
め
ら

れ
（
月
額
2
万
～
6
万
7
千
円
の

間
で
千
円
単
位
）
、
経
営
の
状
況

や
老
後
設
計
に
応
じ
て
い
つ
で
も

見
直
せ
ま
す
。

▼
終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
の
保
証

付
き
で
す
。
農
業
者
老
齢
年
金
は
、

原
則
65
歳
か
ら
生
涯
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
仮
に
80
歳
前
に

亡
く
な
ら
れ
た
場
合
で
も
、
80
歳

ま
で
に
受
け
取
れ
る
は
ず
で
あ
っ

た
農
業
者
老
齢
年
金
の
額
の
現
在

価
値
に
相
当
す
る
額
を
、
ご
遺
族

（
死
亡
者
の
死
亡
当
時
に
同
一
生

計
で
あ
っ
た
、
配
偶
者
、
子
、
父

母
、
孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹

の
順
位
）
に
死
亡
一
時
金
と
し
て

支
給
し
ま
す
。

▼
税
制
面
で
大
き
な
優
遇
措
置
が

あ
り
ま
す
。
支
払
っ
た
保
険
料
は
、

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
、
所
得
税
・
住
民
税
が
節

税
に
な
り
ま
す
（
支
払
っ
た
保
険

料
の
15
％
～
30
％
程
度
が
節
税
）
。

保
険
料
を
農
業
者
年
金
基
金
が
運

用
し
て
得
ら
れ
る
収
益
（
運
用

益
）
は
非
課
税
で
す
。
将
来
受
け

取
る
農
業
者
年
金
に
は
公
的
年
金

等
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

（
65
歳
以
上
の
方
は
公
的
年
金
等

の
合
計
額
が
１
２
０
万
円
ま
で
の

場
合
は
、
全
額
控
除
で
き
ま
す
。）

〈
つ
ま
り
入
口
か
ら
出
口
ま
で
税

制
上
の
優
遇
措
置
が
あ
り
ま
す
。〉

▼
認
定
農
業
者
な
ど
一
定
の
要
件

を
満
た
す
方
に
は
、
保
険
料
の
国

庫
補
助
が
あ
り
ま
す
。
認
定
農
業

者
で
青
色
申
告
を
し
て
い
る
方
や

そ
の
方
と
家
族
経
営
協
定
を
結
ん

だ
配
偶
者
・
後
継
者
の
方
な
ど
一

定
の
要
件
を
満
た
す
方
に
は
、
保

険
料
の
国
庫
補
助（
月
額
最
高
1
万

円
、通
算
す
る
と
最
大
で
２
１
６
万

円
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
国
庫
補

助
額
に
見
合
う
年
金
は
、
農
地
等

の
経
営
継
承
を
す
れ
ば
原
則
65
歳

か
ら
特
例
付
加
年
金
と
し
て
受
給

で
き
ま
す
。
農
地
等
の
経
営
継
承

の
時
期
に
つ
い
て
の
年
齢
制
限
は

な
く
、
本
人
の
体
力
な
ど
に
応
じ

て
受
給
の
時
期
が
決
め
ら
れ
ま
す
。

〈
農
業
の
担
い
手
の
皆
様
へ
の
特

別
な
支
援
で
す
。〉　

　

詳
し
く
は
、
い
の
町
農
業
委
員

会
事
務
局
、
又
は
、
お
近
く
の
農

業
協
同
組
合
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

い
の
町
農
業
委
員
会
事
務
局　

☎
８
９
３-

１
１
１
５

　

吾
北
総
合
支
所
産
業
課　
　
　

☎
８
６
７-

２
３
１
３

　

本
川
総
合
支
所
産
業
建
設
課　

☎
８
６
９-

２
１
１
５

　

高
知
県
農
業
協
同
組
合

　

伊
野
支
所

☎
８
９
２-

１
０
７
０

　

吾
北
支
所

☎
８
６
７-

２
２
１
１


